
栃木県医療費適正化計画（３期計画）　進捗状況

３期計画の
目標値

平成30
(2018)
年度

令和元
(2019)
年度

令和２
(2020)
年度

令和３
(2021)
年度

令和４
(2022)
年度

令和５
(2023)
年度

① 特定健康診査の実施率（％）
48.1

（H27）
53.4 54.2 52.2 70 (H29) 51.4%

② 特定保健指導の実施率（％）
19.0

（H27）
26.3 27.2 26.6 45 (H29) 22.5%

③
特定保健指導対象者の割合の
減少率（％）　(H20(2008)年度比）

14.3
（H27）

11.1 10.8 7.8 25 （H29）12.0%

④ ア
がん検診の受診率（％）
　《胃・大腸がん》

   胃43.2
大腸44.3
（H28）

   胃43.4
大腸47.2 50

④ ア
がん検診の受診率（％）
　《肺・乳・子宮頸がん》

   肺51.9
   乳48.2
子宮44.0
（H28）

   肺54.3
   乳50.0
子宮43.8

60

④ イ
かかりつけ医と連携した糖尿病
重症化予防に取り組む保険者数

8/42
（H28)

25/42 30/42 28/42 30/42 半数以上

 (H29) 25/42

○保健指導対象者に対する実施者の割合
   (R元)14.7％ → (R2) 8.7％ → (R3) 8.6％

⑤ 喫煙対策の推進 施策目標

○とちぎ禁煙推進店数
   (R元) 524 → (R2) 614 → (R3) 674
○成人喫煙率(県民健康・栄養調査)
   (H28) 22.5%  （次期公表R4）

⑥ 高齢者の健康づくりの推進 施策目標

○通いの場参加率
   （H30) 6% → （R元）6.5％ → (R2）3.4％
○ロコモアドバイザー養成者数
   (R元) 373人 → (R2) 395人 → (R3)425人

⑦ 予防接種の接種率向上 施策目標

○麻しん・風しん接種率
   (R元) 1期96.5％、2期94.2％
   (R2)   1期98.0％、2期96.1％
   (R3)   1期94.1％、2期93.6％

⑧ 食生活の改善や運動習慣の定着 施策目標

○身体を動かそうプロジェクト参加団体数
   （R元) 333 → (R2) 439 → (R3) 528
○食べて健康！プロジェクト参加団体数
　 (R元) 198 → (R2) 274 → (R3) 356
○栃木県脳卒中啓発プロジェクト参加団体数
   (R元) 244 → (R2) 326 → (R3) 393

① 地域医療構想の推進 施策目標

○2025年における必要病床数と各年度の
　回復期の病床の差
   (R元) ▲3,474床 →  (R2) ▲3,454床 →
   (R3)▲3,392床

② 後発医薬品の使用割合（％）
68.4

（H28）
78.8 81.7 84.2 84.2 80

○医科（入院、入院外）・調剤等
　(H30) 74.9％ → (R元) 78.1％ →
  (R2) 80.4％

③ 医薬品適正使用の推進 施策目標

○健康サポート薬局
   (R元) 35 → (R2) 42 → (R3) 49
○地域連携薬局　（R3）43
○専門医療機関連携薬局　（R3)１

医療費（億円）

＜参考＞
6,092

※注７

（6,137）
（H29）

6,120

※注７

(6,160)

6,266

※注７

(6,321)

6,132

※注７

(6,187)

－

※注７

(6,474)

7,286
（適正化前）

 
7,204

（適正化後）

※

注１） 厚生労働省レセプト情報・特定健診等情報データ公表値

注２） 厚生労働省「国民生活基礎調査」

注３） 病床機能報告

注４） 厚生労働省「調剤医療費の動向」による各年度末の数値（新指標値）

注５） 厚生労働省提供NDBデータによる年度末の値

注６） 厚生労働省「国民医療費」における都道府県別国民医療費

注７） 厚生労働省「医療費の動向」における都道府県別概算医療費

「－」は、現時点で公表されていないデータ

備考

３期

○ 医療に要する費用の見通し

（２）医療の効率的な提供の推進

（１）県民の健康の保持の推進

ベース
ライン

喫煙率や受動喫煙の機会を減少させるような喫煙対策に取り
組む

虚弱や要介護状態を予防するための健康づくりや介護予防に
取り組む

予防接種の接種率向上に向けた効果的な普及啓発に取り組む

健康長寿とちぎづくり県民運動等により食生活の改善や運動習
慣の定着の促進に取り組む

病床機能の分化及び連携、地域における医療・介護の体制整
備の推進

医薬品の適正使用の推進に向けて、患者や医療関係者に対す
る普及啓発、保険者による取組の推進

※注３

資料２－１

※注１

※注２

※注２

※注４ ※注５

※注６

※注１


